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2022 年８月 17 日 

各  位                          

 株 式 会 社 オ ウ ケ イ ウ ェ イ ヴ 

代 表 取 締 役 社 長  福 田 道 夫 

  (コード番号：3808 名証ネクスト) 

 問い合わせ先     取締役  野 崎 正 徳 

電 話 番 号      03－ 6823－ 4306 

 

当社株主による事前質問状に対する回答に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年６月 17 日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」に記載した

とおり、当社株主である杉浦元氏、株式会社ブイ・シー・エヌ、有限会社ビージー、中井誠二氏、

前民子氏、及び、LIU WEI（劉 巍）氏（以下あわせて「本提案株主」といいます。）より、臨時株

主総会の招集請求を受けたことを契機として、2022 年８月 25 日付で臨時株主総会（以下「本総

会」といいます。）を開催いたします。 

今般、当社は、本提案株主と別な当社株主（以下「本株主」といいます。）より、2022 年８月 14

日付で「事前質問状」（以下「本書面」といいます。）を受領いたしましたが、本株主から、本書面

及びこれに対する回答を当社ホームページ上に開示することを求められておりますので、下記の

とおり、当社の回答をお知らせいたします。 

なお、本株主からは、本書面において、「私は、個人の一般投資家であり、貴社の経営安定化、

企業価値及び株主価値の向上を望むだけの貴社株主です。そのため、氏名及び住所などの個人情

報については公表を控えさせていただきたく思います。また、特定の個人や法人の信用を害する

ことのないように、貴社の判断で匿名化を施すなどしていただきたく思います。」との記載があり

ますので、本株主の氏名及び住所については公表を控えさせていただきます。また、本適時開示

においては、特定の個人や法人の信用を害することにないように匿名化したうえで適時開示をい

たします。 

 

記 

 
 貴社適時開示である2022年６月17日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」

によれば、貴社株主である杉浦元氏、株式会社ブイ・シー・エヌ、有限会社ビージー、中井誠

二氏、前民子氏及びＬＩＵ ＷＥＩ（劉 巍）氏は、本総会において、現在の貴社代表取締役

社長である福田道夫氏及び野崎正徳氏の解任を求め、杉浦元氏、工藤純平氏、倉持温乃氏、山

本峰義氏、宮本隆行氏（以下「本提案株主の取締役候補者」といいます。）の取締役選任を求

めています。 

 私が本提案株主及び本提案株主の取締役候補者、並びに関与先企業名でインターネット検索

を行ったところ、同姓同名や同名称である可能性があるとはいえ、以下のような記載が見つか

りました（※当社註：以下削除）。特に本提案株主のうちインターネットで積極的に情報発信

し委任状勧誘しているＡ氏のバックグラウンドについて（※当社註：以下削除）、ぜひとも貴

社の見解を公表していただきたく思います。 

 Ａ氏の略歴によれば、Ｂ社の役員に就任しています。同社は2022年に経営権争いが生じてお

り、経営権交代によりＡ氏が役員に就任したことが分かります。 

 当初、私は、Ａ氏が貴社の元役員ということもあり、その経緯で貴社に株主提案をしている

ものと考えておりましたが、わずか数か月前の2022年春にも他の経営権争いに加担し、今回、
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貴社においても同様の経営権争いをしかけている事実に鑑みると、純粋に貴社の企業価値向上

を求めているようには思えません。 

 2022年８月11・18日合併号の週刊新潮「株式市場を赤く染める『中国系仕手集団』“ウルフ

パック戦術”の猛威」によれば、「『中国系仕手集団』が株式市場を席捲して」おり、「法的

にグレーなウルフパック戦術」（「その名の通り、狼が集団で襲い掛かるように相手企業に攻

め込むというもの。」）を展開し、「相手企業に警戒心を抱かせないように各々が無関係を装

い、株式を分散取得。続けて、傘下株主の申し立てで臨時株主総会の開催に漕ぎつけると、共

闘で乗っ取り劇を演じるのである。」とあります。 

 もし週刊新潮に書かれているような「法的にグレーなウルフパック戦術」を用い、反市場勢

力である仕手集団が貴社の株式を買い占めている場合、本提案株主のあたかも「株主全員の利

益の最大化を図る経営の実現」をするかのような主張は、真実は全く違うものではないかと危

惧しております。 

 私は貴社株主ではありますが貴社の株主名簿の全てを見る立場にありません。もし万が一、

経営権争いが生じて現在Ａ氏が役員を務めるＢ社と同じような株主に買い占めされているなど

あるようでしたら、貴社のおかれている状況を正しく株主に対して公表していいただきたく思

います。 

 

 

当社回答 

 本株主よりご質問をいただきましたが、当社は、現在のところ、本提案株主及びその関係者に

ついて本株主の上記引用記事に記載された「ウルフパック戦術」が取られている事実、または、

「反市場勢力である仕手集団」による当社株式の買い占めの事実までは確証を得るに至っており

ません。 

 しかしながら、当社としましても、本株主からご質問をいただく前から、本提案株主のバック

グラウンドについて、コンプライアンス・チェックを含め、取締役としての善管注意義務及び忠

実義務を正しく履行する観点から、調査を実施させていただいており、また、動向について注視

しております。以下に述べさせていただきます。 

 

１. Ａ氏が役員を務めるＢ社の大株主４名が、本総会の基準日時点に当社株式を購入している事

実 

まずは、当社を取り巻く状況を正しくご理解いただくために、当社が把握しております事実に

ついて、以下のとおり記載させていただきます。 

 事実としましては、現在の当社は、本総会の基準日である2022年７月21日時点において、Ａ氏

が役員を務めるＢ社の直近有価証券報告書に記載された大株主の上位10名（法人を含む）のうち、

４名（法人を含む）の同じ株主に、当社株式を購入されている状態にあります。そのうち、上記

４名の株主の当社における順位は、１名が上位10位以内、３名も上位株主となっております。 

 本提案株主は上述のとおり６名おり、もし仮に上記４名の株主との協調がある場合は、上記だ

けでも既に合計10名で共闘している状態となります。 

２. 週刊新潮の記事に対する当社見解 

 次に2022年８月11・18日合併号の週刊新潮「株式市場を赤く染める『中国系仕手集団』“ウル

フパック戦術”の猛威」について、当社の見解を回答いたします。 

 週刊新潮においても、ウルフパック戦術は「法的にグレー」と評価されておりますが、当社も、

弁護士事務所に確認をし、同様の認識をしております。 

昨今、時価総額 100 億円以下の中小型株と言われる上場会社の経営権争いにおいては、実際に
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は株主総会において議決権その他の権利を行使することを予め合意しており金融商品取引法第27

条の 23 第５項に定める実質共同保有者に該当するにも関わらず、株主総会の会日の直前まで、大

量保有報告書または変更報告書を提出しない事例が散見されています。 

 当社株式の出来高についても、過去６か月の平均出来高は 496,639 株であり、また、2022 年１

月 31 日から本提案株主が本総会の招集請求を行った書面の日付である 2022 年６月９日の前日で

ある６月８日までの平均出来高は 302,020 株にも関わらず、2022 年６月９日から７月 31 日まで

の平均出来高は 961,561 株もあり、本提案株主が本総会の招集請求前と後の平均出来高を比較す

ると 3.18 倍であることからも、一時的に特定の株主が当社株式を買い集めしていることが懸念さ

れます。 

当社としては、上場会社として公共性や社会性が求められておりますし、何より法令遵守の観

点から、仮に、前述のように、実際には本総会において議決権その他の権利を行使することを予

め合意しており金融商品取引法第 27 条の 23 第５項に定める実質共同保有者に該当するにも関わ

らず、大量保有報告書または変更報告書を提出していないことが確認された場合は、金融商品取

引法違反となるため、当社の株主に周知するとともに、証券取引等監視委員会や株式会社名古屋

証券取引所に情報を提供するなどの対応をとってまいります。 

 また、週刊新潮に記載されております「中国系仕手集団」と評されるＣ社ですが、過去におい

て、Ａ氏が役員を務めるＢ社の大株主としても名前が挙がっており、Ｂ社の有価証券報告書によ

れば、Ｃ社はＢ社株式を40,000株、2.68％保有しておりました。 

 

３. まとめ 

 以上のとおり、事実としては、一時的に特定の株主が当社株式を買い集めしていることが懸念

され、また、Ａ氏が役員を務めるＢ社の大株主の上位10名のうち、４名の同じ株主に、当社株式

を購入されている状態にあります。 

 当社としては、「ウルフパック戦術」は法的にグレーであり、前述のとおり、仮に当社におい

て金融商品取引法違反が確認された場合は当局等と連携して対応してまいります。 

 

 

以 上 


